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伊勢市福祉健康センター譲渡先選定委員会規則をここに公布する。

令和５年１月 13 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第１号

伊勢市福祉健康センター譲渡先選定委員会規則

（設置）

第１条 伊勢市附属機関条例（平成29年伊勢市条例第２号）第２条第２項

の規定により、伊勢市福祉健康センターの譲渡等の相手方の選定に係る

委員会として、伊勢市福祉健康センター譲渡先選定委員会（以下「選定

委員会」という。）を置く。

（委員長及び副委員長）

第２条 選定委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によ

り定める。

２ 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長

が欠けたときは、その職務を行う。

（会議）

第３条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決す

ることができない。

３ 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第４条 選定委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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伊勢市告示第１号

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 46 条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を指定したので、同法第 85 条第１号及び介護保険法

施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 133 条の２の規定により、次の

とおり告示します。

令和５年１月４日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 指定居宅介護支援事業者の名称

合同会社くらし伊勢

２ 指定に係る事業所の名称及び所在地

名 称 くらし伊勢ケアプランセンター

所在地 伊勢市小俣町本町 151 番地

３ 指定の年月日

令和５年１月１日

４ サービスの種類

居宅介護支援
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伊勢市告示第２号

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 46 条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を指定したので、同法第 85 条第１号及び介護保険法

施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 133 条の２の規定により、次の

とおり告示します。

令和５年１月４日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 指定居宅介護支援事業者の名称

株式会社かがせお

２ 指定に係る事業所の名称及び所在地

名 称 居宅介護支援事業所 グリーンリーフ

所在地 伊勢市藤里町 338 番地３

３ 指定の年月日

令和５年１月１日

４ サービスの種類

居宅介護支援
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伊勢市告示第３号

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 42 条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第 78 条の 11 第１号

及び介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 131 条の 14 の

規定により、次のとおり告示します。

令和５年１月４日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 指定地域密着型サービス事業者の名称

株式会社和幸

２ 指定に係る事業所の名称及び所在地

名 称 デイサービスセンター 和幸

所在地 伊勢市船江１丁目７番 24 号

３ 指定の年月日

令和５年１月１日

４ サービスの種類

地域密着型通所介護
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伊勢市告示第４号

令和４年 12 月 21 日開議の市議会定例会で議決を経た令和４年度補正予

算の要領は、次のとおりです。

令和５年１月６日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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令和４年度 伊勢市一般会計補正予算（第６号） 

 

令和４年度 伊勢市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、７４５，６４７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、５９，８８１，４０８千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

12 地方特例交付金 90,001 33,620 123,621 

1 地方特例交付金 90,000 33,620 123,620 

17 国庫支出金 10,715,762 220,186 10,935,948 

1 国庫負担金 6,355,154 219,966 6,575,120 

2 国庫補助金 4,315,758 220 4,315,978 

18 県支出金 3,812,443 111,216 3,923,659 

1 県負担金 2,390,791 100,832 2,491,623 

2 県補助金 1,067,836 10,384 1,078,220 

21 繰入金 4,287,112 292,884 4,579,996 

1 基金繰入金 4,223,780 292,884 4,516,664 

22 繰越金 224,500 21,671 246,171 

1 繰越金 224,500 21,671 246,171 

23 諸収入 753,378 5,970 759,348 

5 雑入 712,758 5,970 718,728 

24 市債 6,487,300 60,100 6,547,400 

1 市債 6,487,300 60,100 6,547,400 

59,135,761 745,647 59,881,408 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

 9 



  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

1 議会費 308,723 535 309,258 

1 議会費 308,723 535 309,258 

2 総務費 4,994,925 18,368 5,013,293 

1 総務管理費 3,842,470 7,234 3,849,704 

2 徴税費 557,141 △3,157 553,984 

3 戸籍住民基本台帳 370,437 23,461 393,898 

費

4 選挙費 166,981 △9,067 157,914 

5 統計調査費 23,445 △259 23,186 

6 監査委員費 34,451 156 34,607 

3 民生費 23,477,941 473,582 23,951,523 

1 社会福祉費 8,167,606 393,320 8,560,926 

2 老人福祉費 4,696,443 △4,979 4,691,464 

3 児童福祉費 8,336,798 51,059 8,387,857 

4 生活保護費 2,184,080 27,277 2,211,357 

5 人権政策費 80,231 2,477 82,708 

6 国民年金事務費 12,783 4,428 17,211 

4 衛生費 6,322,703 72,020 6,394,723 

1 保健衛生費 4,161,412 77,580 4,238,992 

2 清掃費 2,161,291 △5,560 2,155,731 

6 農林水産業費 993,441 48,762 1,042,203 

1 農業費 792,279 48,548 840,827 

2 林業費 84,294 79 84,373 

3 水産業費 116,868 135 117,003 

7 商工費 1,354,647 △1,961 1,352,686 

1 商工費 1,354,647 △1,961 1,352,686 

8 観光費 641,283 △74,126 567,157 

1 観光費 641,283 △74,126 567,157 

9 土木費 6,263,663 38,332 6,301,995 

1 土木管理費 308,829 1,570 310,399 

2 道路橋梁費 1,778,151 23,168 1,801,319 

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位：千円）

款 項

3 河川費 583,082 7,848 590,930 

5 都市計画費 3,227,299 13,598 3,240,897 

6 住宅費 334,298 △7,852 326,446 

10 消防費 2,418,027 27,849 2,445,876 

1 消防費 2,418,027 27,849 2,445,876 

11 教育費 6,406,502 142,286 6,548,788 

1 教育総務費 3,840,451 △3,007 3,837,444 

2 小学校費 523,175 84,604 607,779 

3 中学校費 316,541 45,513 362,054 

4 幼稚園費 127,734 4,225 131,959 

5 社会教育費 626,223 △1,762 624,461 

6 保健体育費 972,378 12,713 985,091 

59,135,761 745,647 59,881,408 歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第 ２ 表  繰 越 明 許 費 補 正 

追 加  

款 項 事  業  名 金 額(千円) 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

新型コロナウイルスワクチン

接種事業 
１０６，０００ 

医科診療所改修事業 ３１，５７３ 

６ 

農林水産業費 

１ 

農業費 

排水機維持管理経費 ２１，７５０ 

排水機維持管理経費 

（機能更新） 
６７，５２７ 

３ 

水産業費 
水産物供給基盤機能保全事業 ６０，０００ 

７ 

商工費 

１ 

商工費 

創業支援事業 ８，０００ 

ものづくり推進事業 ２，０００ 

９ 

土木費 

２ 

道路橋梁費 
道路新設改良事業 ９８，５００ 

３ 

河川費 
排水施設維持事業 １１，０００ 
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第 ３ 表  債務負担行為補正 

追 加 

事 項 期 間 限  度  額(千円) 

いせ市議会だより印刷製本業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

４，４５３ 

会議内容反訳及び会議録公開業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和７年度 

６，２２５ 

電子入札システム更新業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
５２，１２９ 

広報いせ印刷製本業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

３６，７８２ 

デジタル活用推進事業 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
６，０００ 

住民情報系ネットワーク機器更新経費 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
２４，０００ 

コミュニティバスデマンド運行業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
９，１９３ 

コミュニティバス運行業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
１２３，９４０ 

福祉健康センター管理運営委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

３１，７５７ 

成年後見サポートセンター運営業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

１２，０６９ 

障害児放課後等支援施設運営業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和７年度 
１８，７３２ 

生活困窮者自立相談支援等業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

２１，７４９ 
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事 項 期 間 限  度  額(千円) 

就労準備支援事業業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

１４，６３４ 

家庭学習・生活支援事業業務委託 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

８，９７１ 

保育所等紙おむつ収集運搬業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
６，６２２ 

健康・医療電話相談業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
１２，６５０ 

医科診療所改修事業 

自 令和５年度 
 

至 令和５年度 
４７，２１０ 

一般廃棄物収集運搬業務委託（その２） 

(令和４年度債務負担行為) 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
３０２，０４７ 

町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
３７，０７３ 

宮川堤公園観光客受入業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
５，４４８ 

観光地等混雑状況配信事業 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
４，２８５ 

伊勢への誘客促進事業 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

１２，１２９ 

集大会・スポーツ合宿誘致補助金 
自 令和４年度 

 
至 令和５年度 

２，０００ 

伊勢宮川中学校スクールバス運行業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和７年度 
１６０，２５７ 

みなと小学校スクールタクシー運行 

業務委託 

自 令和４年度 
 

至 令和５年度 
１，８５４ 
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事 項 期 間 限  度  額(千円) 

小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツ

センター管理運営委託 

自 令和４年度 
 

至 令和９年度 
１８７，６４０ 

北浜スポーツグラウンド管理運営委託 
自 令和４年度 

 
至 令和９年度 

３，９７５ 

 

第 ４ 表  地 方 債 補 正 

変 更 

起 債 の 目 的 
 限 度 額 (千円) 

補 正 前 補 正 後 

地 域 活 性 化 事 業 債 ７９，１００ １０７，４００ 

緊急自然災害防止対策事業債 ４８３，６００ ５０４，９００ 

緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債 １５，０００ ２５，５００ 
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  令和４年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度 伊勢市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、４２，５１４千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１２，８０９，０３８千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

3 県支出金 9,425,810 6,420 9,432,230 

1 県補助金 9,425,810 6,420 9,432,230 

6 繰越金 1 30,910 30,911 

1 繰越金 1 30,910 30,911 

7 諸収入 30,324 5,184 35,508 

1 延滞金、加算金及 15,292 5,184 20,476 

び過料

12,766,524 42,514 12,809,038 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

1 総務費 204,306 △717 203,589 

1 総務管理費 193,926 △717 193,209 

2 保険給付費 9,177,914 6,420 9,184,334 

6 傷病手当金 433 6,420 6,853 

4 保健事業費 191,431 404 191,835 

1 特定健康診査等事 166,312 404 166,716 

業費

6 諸支出金 9,451 36,407 45,858 

1 償還金及び還付加 8,661 36,407 45,068 

算金

12,766,524 42,514 12,809,038 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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令和４年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２，５００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ、３，３４４，４８６千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

2 繰入金 1,935,826 2,500 1,938,326 

1 一般会計繰入金 1,935,826 2,500 1,938,326 

3,341,986 2,500 3,344,486 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

1 総務費 66,998 2,500 69,498 

1 総務管理費 62,110 2,500 64,610 

3,341,986 2,500 3,344,486 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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  令和４年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和４年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、７，４７９千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１４，９０８，１５１千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

6 繰入金 2,664,573 △7,479 2,657,094 

1 一般会計繰入金 2,297,471 △7,479 2,289,992 

14,915,630 △7,479 14,908,151 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

1 総務費 293,418 △7,479 285,939 

1 総務管理費 213,810 △7,479 206,331 

14,915,630 △7,479 14,908,151 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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令和４年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度 伊勢市の観光交通対策特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１，５６７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ、５３２，９８３千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

4 繰越金 10 1,567 1,577 

1 繰越金 10 1,567 1,577 

531,416 1,567 532,983 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

1 観光交通対策事業 531,415 1,567 532,982 

費

1 管理費 531,415 1,567 532,982 

531,416 1,567 532,983 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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令 和 ４ 年 度 伊 勢 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （第２号）

（総　　則）

第１条　令和４年度伊勢市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（単位：千円）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　病　院　事　業　収　益 8,099,356 8,122,067

　第１項　　医　　　業　　　収　　　益 6,263,487 6,286,198

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　病　院　事　業　費　用 8,425,483 8,532,300

　第１項　　医　　　業　　　費　　　用 8,059,650 8,164,718

　第２項　　健　　　診　　　費　　　用 211,339 213,088

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入

　額が資本的支出額に対し不足する額 401,698千円は、当年度分損益勘定留保資金等 401,698

　千円で補塡するものとする。） （単位：千円）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　資　 本　 的　 収　 入 531,664 561,664

　第２項　　企　　　　  業　　　　　債 100,000 130,000

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　資　 本　 的　 支　 出 933,362 963,362

　第１項　　建　　設　　改　　良　　費 150,000 180,000

（債務負担行為）

第４条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる期間及び限度額を次のとおり補正

　する。 （単位：千円）

期     間 限　度　額 限　度　額

自 令和５年度
至 令和６年度

337,000 697,200

105,068

1,749

30,000

補正予定額

補正予定額

30,000

106,817

補正予定額

22,711

30,000

補正予定額

30,000

22,711

事　　　　　　項
補          正          前 補          正          後

期     間

医療事務等業務委託
自 令和５年度
至 令和８年度
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（企業債）

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 （単位：千円）

既決限度額 計

100,000 130,000

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 （単位：千円）

項　　　　　　　　　　　目 既決予定額 計

（１）職　　 員 　　給 　　与 　　費 4,376,538 4,431,391

補正予定額

起　　　 債　　　 の　　　 目　　　 的 補正限度額

54,853

30,000医　療　器　械　整　備　事　業
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令 和 ４ 年 度     伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ） 

 

（総 則） 

第１条 令和４年度伊勢市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和４年度伊勢市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の

予定量を次のとおり補正する。 

項    目 既決予定量 補正予定量 計 

（４）主要な建設改良事業の概要 

イ 送配水管・施設新設及び更新事業 

ウ 老 朽 管 更 新 事 業 

 

932,392千円 

604,351千円 

 

△4,944千円 

△192千円 

        

927,448千円 

604,159千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （単位 千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 水道事業費用 2,519,009 △7,363 2,511,646 

第１項 営 業 費 用 2,386,898 △7,363 2,379,535 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括

弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,208,950千円」を「1,203,814

千円」に改める。 

（単位 千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資本的支出 2,031,869 △5,136 2,026,733 

第１項 建設改良費 1,638,621 △5,136 1,633,485 

 

 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
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第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（単位 千円） 

項   目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

（１）職 員 給 与 費 327,469 △73,624 253,845 
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令 和 ４ 年 度    伊 勢 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 

 

（総 則） 

第１条 令和４年度伊勢市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和４年度伊勢市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務

の予定量を次のとおり補正する。 

項    目 既決予定量 補正予定量 計 

（４）主要な建設改良事業の概要 

ア 汚水管渠敷設事業 

キ ポンプ場更新事業 

 

2,472,514千円 

303,527千円 

 

6,479千円 

△2,731千円 

 

2,478,993千円 

300,796千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（単位  千円） 

収              入 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 下水道事業収益 4,055,400 0 4,055,400 

第１項 営 業 収 益 1,525,757 5,970 1,531,727 

第２項 営 業 外 収 益 2,529,643 △5,970 2,523,673 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 下水道事業費用 3,698,241 28,857 3,727,098 

第１項 営 業 費 用 3,226,282 28,857 3,255,139 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括

弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,496,975千円」を「1,500,723

千円」に改める。 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資 本 的 支 出 5,275,856 3,748 5,279,604 

第１項 建設改良費 3,506,944 3,748 3,510,692 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（単位  千円） 

項   目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

（１）職 員 給 与 費 298,452 16,190 314,642 

 

（他会計からの補助金） 

第６条 予算第１０条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正

する。 

（単位  千円） 

項   目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

一般会計から補助を受ける

金額 
361,568 △5,970 355,598 
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令和４年度 伊勢市一般会計補正予算（第７号） 

 

令和４年度 伊勢市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１３７，１８１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６０，０１８，５８９千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
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第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

  １　歳　入 （単位：千円）

款 項

13 地方交付税 11,346,000 22,864 11,368,864 

1 地方交付税 11,346,000 22,864 11,368,864 

17 国庫支出金 10,935,948 91,454 11,027,402 

2 国庫補助金 4,315,978 91,454 4,407,432 

18 県支出金 3,923,659 22,863 3,946,522 

2 県補助金 1,078,220 22,863 1,101,083 

59,881,408 137,181 60,018,589 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  ２　歳　出 （単位：千円）

款 項

4 衛生費 6,394,723 137,181 6,531,904 

1 保健衛生費 4,238,992 137,181 4,376,173 

59,881,408 137,181 60,018,589 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第 ２ 表  繰 越 明 許 費 補 正 

追 加  

款 項 事  業  名 金 額(千円) 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 
出産・子育て応援事業 ９３，３００ 
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伊勢市告示第５号

市道の路線の認定について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８条の規定により、次のように市

道の路線を認定しました。

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において一般の縦覧に供しま

す。

令和５年１月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

路線名
起 点 重要な

経過地
備考

終 点

鹿海令４－９号線
鹿海町字円坊 1443 番 34 地先

鹿海町字円坊 1443 番 45 地先
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伊勢市告示第６号

道路の区域の決定について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を決定しました。

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。

令和５年１月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

道路の種類 路 線 名
敷地の幅員

ﾒｰﾄﾙ

延 長

ﾒｰﾄﾙ

市 道 鹿海令４－９号線 6.0～ 14.4 89.9
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伊勢市告示第７号

道路の供用開始について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のよ

うに道路の供用を開始します。

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。

令和５年１月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日

鹿海令４－９号

線

鹿海町字円坊 1443 番 34 地先

鹿海町字円坊 1443 番 45 地先
令和５年１月 12日
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伊勢市教育委員会告示第１号

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。

令和５年１月 13 日

伊勢市教育委員会

教育長 岡 俊 晴

記

１ 日 時 令和５年１月 19 日（木）午後７時 00 分

２ 場 所 伊勢市教育委員会（小俣総合支所）３階 大研修室

３ 会議に付する事件

議案第１号 令和５年度学校業務員、給食調理士及び幼稚園教諭の人事異

動方針について

議案第２号 奨学生の決定について
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伊勢市農業委員会告示第１号

伊勢市農業委員会第 205 回総会を次のとおり招集します。

令和５年１月 10日

伊勢市農業委員会

会長 森川 正弘

１ 招集の日時 令和５年１月 16日（月）午後２時

２ 招集の場所 伊勢市 御薗公民館 ２階 講堂

３ 付議すべき事項

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 事業計画変更承認申請について

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第５号 非農地証明願について

議案第６号 伊勢市農用地利用集積計画について（農林水産課提案）
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伊勢市公告第１号

都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 38 条第２項において準用す

る同法第 19 条第１項の規定により三重県知事から送付を受けた伊勢市駅

前Ｃ地区第一種市街地再開発事業に係る施行地区及び設計の概要を表示す

る図書を同条第４項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。

令和５年１月 11 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 縦覧場所

伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市都市整備部都市計画課

２ 縦覧期間

令和５年１月 17 日から都市再開発法第 45 条第６項又は第 100 条第２

項の公告の日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）に規定する休日を除く。）

３ 縦覧時間

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
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